
京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

 令和４年３月１８日 

                            京都市公営企業管理者   

                            交通局長 山本 耕治   

京都市交通局管理規程第１１号 

 京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 第５６条第２項中「第２号」を「第３号」に改め，「提示をもって，身体障害者手帳」の

右に「及び療育手帳」を加える。 

 別表第１第１号中 

「 

3 

松尾橋～北白川仕状町 京都外大前，四条河原町，河原町今出川 

松尾橋～上終町京都造形

芸大前 

京都外大前，四条河原町，河原町今出川，

田中大久保町 

」 

を 

「 

3 

松尾橋～北白川仕状町 京都外大前，四条河原町，河原町今出川 

松尾橋～上終町・瓜生山学

園 京都芸術大学前 

京都外大前，四条河原町，河原町今出川，

田中大久保町 

」 

に 



「 

208 九条車庫前～九条車庫前 
東福寺，東山七条，西大路七条，西大路

九条 

循環2 三条京阪前～三条京阪前 

四条河原町，四条京阪前，東山三条，動

物園正門前，南禅寺・疏水記念館・動物

園東門前，岡崎公園 美術館・平安神宮

前，知恩院三門前，東山三条 

」 

を 

「 

208 九条車庫前～九条車庫前 
東福寺，東山七条，西大路七条，西大路

九条 

」 

に改める。 



別表第１第２号中 

「 

快速

205 

九条車庫前，京都駅前，烏丸七条，七条大宮・京都水族館前，七条

千本，西大路七条，西大路五条，西大路四条，西大路三条，西大路

御池，西ノ京円町，北野白梅町，衣笠校前，小松原児童公園前（復

路のみ），立命館大学前 

100 

京都駅前，七条京阪前，博物館三十三間堂前，東山七条，五条坂，

清水道， 園，東山三条，岡崎公園 美術館・平安神宮前，岡崎公園 

動物園前，岡崎道，東天王町，宮ノ前町，法然院町，銀閣寺前，銀

閣寺道，錦林車庫前，東天王町，岡崎道，岡崎公園 動物園前，岡崎

公園 美術館・平安神宮前，神宮道，東山三条， 園，清水道，五条

坂，東山七条，，博物館三十三間堂前，七条京阪前，京都駅前 

101 

京都駅前，烏丸五条，四条烏丸，四条堀川，堀川御池，二条城前，

堀川丸太町，堀川今出川，今出川大宮，千本今出川，北野天満宮前，

北野白梅町，わら天神前，金閣寺道，千本北大路，大徳寺前，北大

路堀川，北大路バスターミナル 

102 

錦林車庫前，銀閣寺道，百万遍，出町柳駅前，河原町今出川，烏丸

今出川，堀川今出川，今出川大宮，千本今出川，北野天満宮前，北

野白梅町，等持院東町（往路のみ），わら天神前，金閣寺道，千本北

大路，大徳寺前，北大路堀川，北大路バスターミナル 

105 
竹田駅東口，竹田出橋，青少年科学センター前，深草西浦町，龍谷

大学前，警察学校前，稲荷大社前，京都駅八条口，京都駅前 

111 

京都駅前，西本願寺前，四条堀川，二条城前，堀川今出川，金閣寺

道，北野天満宮前，堀川今出川，二条城前，四条堀川，西本願寺前，

京都駅前 

」 

を 

「 

快速

205 

九条車庫前，京都駅前，烏丸七条，七条大宮・京都水族館前，七条

千本，西大路七条，西大路五条，西大路四条，西大路三条，西大路

御池，西ノ京円町，北野白梅町，衣笠校前，小松原児童公園前（復

路のみ），立命館大学前 

」 

に改める。 



別表第１第３号中 

「 

特81 横大路車庫前～京都駅前 
中書島，棒鼻，竹田駅東口，塩小路高

倉 

特105 横大路車庫前～京都駅前 

中書島，西大手筋，棒鼻，竹田駅東口，

深草西浦町，稲荷大社前，京都駅八条

口 

西1 
洛西バスターミナル～桂駅西

口 
東新林町，三ノ宮街道 

」 

を 

「 

特81 横大路車庫前～京都駅前 
中書島，棒鼻，竹田駅東口，塩小路高

倉 

西1 
洛西バスターミナル～桂駅西

口 
東新林町，三ノ宮街道 

」 

に改める。 

附 則 

 この改正規程は，令和４年３月１９日から施行する。 

（交通局企画総務部営業調査課） 

 


